
大和市告示第８２号 

大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成要綱を次のように定める。 

平成２９年３月３０日 

                      大和市長 大 木  哲   

 

大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第１条の３に規定するＢ型

肝炎の予防接種の対象者でなくなった者が予防接種実施規則（昭和３３年厚生省令第２７号）第

２１条第１項の規定による方法で、任意にＢ型肝炎の予防接種（以下「任意接種」という。）を受

けた場合に、その費用の全部又は一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。 

（任意接種の対象者） 

第２条 助成の対象となる任意接種の対象者（以下「被任意接種者」という。）は、任意接種を受け

た日において住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により本市の住民基本台帳に記

録されている者又は出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）の規定により仮放

免されて本市に居住している者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 平成２８年４月１日から同年７月３１日までの間に生まれた者であること。 

(2) １歳の誕生日から平成２９年７月３１日までの間に任意接種を受けたこと。 

（助成の対象者） 

第３条 助成を受けることができる者は、被任意接種者の保護者（予防接種法（昭和２３年法律第

６８号）第２条第７項に規定する保護者又は現に被任意接種者を養育している者をいう。）とする。 

（助成額） 

第４条 助成の額は、任意接種に実際に要した費用又は８，３８０円のいずれか低い方の額とする。 

（助成金の申請） 

第５条 第３条に規定する助成の対象者であって、助成金を受けようとするもの（以下「申請者」

という。）は、平成３０年３月３１日までに大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成金交付

申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に助成金の申請をしなければならない。 

(1) 任意接種の費用を支払ったことを証する書類 

(2) 任意接種の予診票の写し又は被任意接種者の母子健康手帳等当該任意接種の記録を確認でき

る書類 

（助成の決定及び請求） 



第６条 市長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付又は不交

付を決定した上で、その旨を大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成金交付決定通知書又

は大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成金不交付決定通知書により申請者に通知するも

のとする。 

２ 前項の規定により助成金の交付決定を受けた申請者は、速やかに大和市Ｂ型肝炎の予防接種の

任意接種費用助成金交付請求書（以下「請求書」という。）により市長に助成金を請求するものと

する。 

（助成金の交付） 

第７条 市長は、前条の規定により適正な請求書の提出があったときは、申請者に対して速やかに

助成金を交付するものとする。 

（助成金の交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、

又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。 

(2) この要綱の規定に違反したとき。 

（様式） 

第９条 この要綱において使用する様式は、別表のとおりとし、その内容は別に定める。 

（委任） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、平成３０年３月３１日限り、その効力を失う。 

（経過措置） 

３ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日までに第５条の規定により助成金の申請をしたも

のについては、第６条から第８条までの規定は、なおその効力を有する。 

  



別表（第９条関係） 

様式番号 様式の名称 関係条文 

第１号様式 大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成金交付申請書 第５条 

第２号様式 大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成金交付決定通知書 第６条 

第３号様式 大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成金不交付決定通知書 第６条 

第４号様式 大和市Ｂ型肝炎の予防接種の任意接種費用助成金交付請求書 第６条 

 


